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第２章 技術に関する施策の概要 

 
１．施策の目的・政策的位置付け 
１－１ 施策の目的 
 
石油は今後とも我が国の主要なエネルギー源であり、供給源の多様化や今後

見込まれる需要構造変化に対応し、安定的かつ効率的な石油製品等の供給を確

保することが重要である。 

我が国のエネルギー安定供給を確保するため、今後予想される原油の重質化、

供給源の多様化や国内石油製品需要の白油化、重油需要の減少が加速している

状況に対応し、重質油を分解して、輸送用燃料を中心とした白油や付加価値の

高い石油化学原料を製造する石油精製技術の研究開発が求められている。 

また、非化石エネルギー（バイオ、水素等）の導入に向けて、石油から安定・

安価な水素製造を可能とするため、高品質・高効率水素の製造技術開発等の推

進や、バイオ燃焼の利用技術開発等が必要である。 

当該技術に関する施策は、石油産業での石油精製技術や利用技術を開発する

ことにより、石油の安定供給を図ることを目的としている。 

 
１－２ 政策的位置付け 
 
 エネルギー政策基本法に基づき、エネルギー政策の基本的な方向性を示した

「エネルギー基本計画（平成２２年６月１８日閣議決定）」において、以下のよ

うに位置付けられている。なお、現在、基本計画の見直しが行われている。 
 
●「エネルギー基本計画」（平成２２年６月）抜粋 

・第３章 第２節 自立的かつ環境調和的なエネルギー供給構造の実現 

1．再生可能エネルギーの導入拡大 

（１）目指すべき姿 

再生可能エネルギーの導入拡大は、地球温暖化対策、エネルギー自給率向

上、エネルギー源多様化、環境関連産業育成等の観点から重要である。今後、

2020年までに一次エネルギー供給に占める再生可能エネルギーの割合につ

いて10％に達することを目指す。 

バイオ燃料については、LCＢでの温室効果ガス削減効果等の持続可能性基

準を導入し、同基準を踏まえ、十分な温室効果ガス削減効果や安定供給、経

済性の確保を前提に、2020 年に全国のガソリンの３％相当以上の導入を目

指す。さらに、セルロース、藻類等の次世代バイオ燃料の技術を確立するこ

とにより、2030 年に最大限の導入拡大を目指す。 
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３．化石燃料の高度利用 

（２）石油の高度利用 

①目指すべき姿 

原油の重質化や国内石油製品需要の白油化等に対応しつつ、石油の有効な

利用を促進するため、石油残渣等の高度利用の取組を推進する。 

②具体的な取組 

新興国を中心とした世界的な石油需要の増加、原油の重質化・石油需

要の白油化等、石油をめぐる諸情勢を踏まえ、抜本的な重質油分解能力

の向上を図る。また、各コンビナートの特長を活かした連携を支援し、

石油精製と石油化学等の異業種との戦略的連携支援を通じ、国際競争

力・経営基盤を強化する。さらに、低品位な石油留分から付加価値の高

い石油留分を製造する技術や、重質油やオイルサンド等非在来型原油の

利用性を高めるための技術等、革新的な石油精製技術の開発を実施する。

これらに加えて、石油の高度利用に必要な設備の運転管理の改善（触媒

等）や石油残渣ガス化複合発電（IGCC）の導入を促進する。 

水素エネルギー社会を見据え、石油から安定・安価な水素製造を可能

とするため、高品質・高効率の水素製造技術の開発やCCS と組み合わせ

て、CO2 排出量をほぼゼロとするための検討を促進する。 
 
１－３ 国の関与の必要性 
近年、中国やインドなどを中心にした石油・天然ガス・石炭需要の急増、資源国に

おける資源囲い込みの動きなど資源ナショナリズムの高まりや消費国間の資源獲得

競争の激化など、資源・エネルギーを巡る環境に大きな変化が生じている。こうした

需給のファンダメンタルズのタイト化に加え、地政学リスクの高まりや投機・投資資金

の流入などを背景として、石油をはじめ、天然ガス・石炭など、あらゆるエネルギー資

源の価格が変動している。 

こうした状況の下、先進国、新興国が、こぞって国策としての資源獲得を展開する

中、とりわけエネルギーの海外依存度の高い我が国にあっては、従前より増して、国

が前面に立ち安定供給に向けた施策を推進することが必要となる。こうした観点から

エネルギー政策基本法（平成１４年法律第１５４号）にあるとおり、「安定供給の確保」、

「環境への適合」、「市場原理の活用」の方針に従い、民間部門との補完的な機能分

担に留意しつつ、戦略的に施策を講じ、エネルギーセキュリティの向上を図り、石油・

天然ガス・石炭の安定供給を確保する必要がある。 

 特に、石油精製業は輸入された原油を精製し、石油製品を生産する機能を担

っているが、石油製品の需要の減少や、ガソリンや灯油などの比率が重油と比

して大きくなるいわゆる「需要の白油化」といった課題に直面している。 

こうした環境変化に対応し国内に安定的に石油製品を供給し続けるため、我
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が国の石油精製産業の重質分解能力向上等精製技術の高度化を促進し、経営基

盤の強化を図る。 

 このような取組は、上記のとおり高い公共性が期待できるとともに、高いリ

スクが伴い民間企業のみでの取組が困難であることから国が関与することが必

要である。 
 
 
２．施策の構造及び目的実現の見通し 
２－１ 得られた成果 
（１）革新的次世代石油精製等技術開発 

研究開発期間：平成１９～２３年度 
予算総額（実績）：１６０億円 

・重質油対応型高過酷度流動接触分解（HS-FCC）技術の開発では、3,000BPD
の実証化装置を建設運転し、プロピレンやガソリンの目標製品収率をほぼ

達成し、数万 BPD 規模の商業装置を建設運転可能とするプロセスの実用化

に目途をつけた。 
・原油重質化に対応した重質油の高度利用・有用化技術の開発では直脱、FCC

装置等の新規分解触媒を開発し、実証運転において想定の触媒性能を確認

した。 
・超重質油・オイルサンド油等の精製・分解技術の開発において、オイルサ

ンド合成原油を原料に用い（または 50%混合処理し）、国内製品規格に適合

したガソリン・灯軽油製品を得るための水素化精製触媒、分解触媒を新規

に開発した。 
 

（２）石油燃料燃料次世代環境対策技術開発 

研究開発期間：平成１９～２３年度 
予算総額（実績）：４４億円 

・高濃度エタノール及びエタノール以外のバイオ燃料（ETBE、ブタノール）

混合ガソリンの課題抽出、対策技術確立及び自動車燃料品質規格検討の基礎

データの収集ができた。 
・各種バイオディーゼル燃料を高濃度混合した軽油の課題抽出、対策技術確

立、自動車燃料品質規格の基礎データの収集ができた。 
・燃料多様化と燃費向上という要請に応えるため、合成燃料（GTL）や非在

来系石油燃料（オイルサンド）等、分解系軽油の混合に対する課題抽出、対

策技術の基礎データの収集ができた。 
・新たな燃焼方式（HCCI※燃焼）に適合する「燃料」の開発を行うため、燃

料の最適な着火特性、着火性指標、燃料の品質設計技術についての知見が得

られた。 
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（３）高効率水素製造等技術開発 

    研究開発期間：平成２３～２５年度 

    予算総額（予定）８．２億円 

・高効率水素製造等技術開発では、燃料電池自動車用の純度 99.99%以上の水

素を製造する膜分離プロセスを開発した。 

・高圧出荷装置技術開発では、製油所で燃料電池自動車用に製造された高純

度（99.99%）水素を効率的に出荷するために必要な大型の圧縮装置を開発

した。 

 

（４）重質油等高度対応処理技術開発 

    研究開発期間：平成２３～２７年度 

    予算総額（～２５年度）４２億円 

・重質油の詳細組成構造解析技術の開発では、分離前処理技術の基礎（７分

画）を確立すると共に、３～４環程度の芳香環を有する化合物及び窒素、

硫黄を含むヘテロ化合物の組成を明らかにする技術を確立した。 

・分子反応モデリング技術の開発では、軽油の超深度脱硫反応を、分子間の

反応式として解析できる反応モデリング技術を確立するとともに、高速反

応評価装置を立ち上げ、反応モデリングに必要となる反応の速度定数を得

ることができる技術を確立した。 

・ペトロインフォマティクスの構築では、ペトロリオミクスの情報を取り扱

う技術に関する調査を基に、ペトロインフォマティクスの概念設計を行う

と共に、ペトロインフォマティクスの構築に必要な機能や開発アイテムを

具体化した。 

・アスファルテン凝集挙動解析技術の確立では、種々の実験手法において高

温高圧条件でアスファルテン凝集を測定可能な技術を開発し、評価に着手

するとともに、アスファルテン及び各種溶媒のハンセン溶解度パラメータ

と上記実験データの対比からアスファルテン凝集度を定量的に記述できる

新規モデルを構築した。 

・基盤技術を実証技術開発に活用するための新規要素技術の開発では、ペト

ロリオミクス技術に基づき、次世代型製油所の絵図面を描き、新規に開発

すべき技術３件を抽出した。 

 

 
２－２ 施策の構造 
 各事業の技術体系を整理したロジックツリーを別紙１に示す。 
 また、各事業の目的や進捗を整理するとともに、中長期的なアウトカムを整

理したロジックモデルを別紙２に示す。 
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（別紙１） 
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(別紙２) 
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